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注記 

 

１．重要な会計方針 

 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

ア 昭和59年度以前に取得したもの・・・・・・・再調達原価 

原則として取得原価不明なものとして再調達原価とします。 

イ 昭和60年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの・・・・・・・・・取得原価 

取得原価が不明なもの・・・・・・・・・・・・再調達原価 

ウ 適正な対価を支払わずに取得したもの・・・・再調達原価 

原則として再調達原価とします。 

エ 開始時に計上しない資産 

① 既に耐用年数を過ぎているもの 

② 表示登録が行われていない法定外公共物(里道(赤線)や水路(青線)など) 

なお、償却資産が耐用年数を経過した後においても存在する場合は、原則として備忘価額１円を計上し

ております。 

 

(2) 有形固定資産等の減価償却の方法 

資産ごとに定額法によって行います。 

主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物・・・・・・３８年～５０年 

物品・・・・・・３年～１０年 

 

(3) 引当金の計上基準及び算定方法 

ア 退職手当引当金 

退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給され

た額に、組合における積立金額の運用益のうち組合へ按分される額を加算した額を控除した額を計上して

います。 

イ 賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当、並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額につ

いて、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

 

(4) リース取引の処理方法 

ア ファイナンス・リース取引 

① リース総額が300万円以上のファイナンス・リース取引は通常の売買取引に 係る方法に準じた会計処

理を行っています。 

② リース総額が300万円未満のファイナンス・リース取引は通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計



処理を行っています。 

イ オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 

(5) 資金収支計算書における資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出しが可能な預金

からなっております。 

 

(6) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

ア 物品及びソフトフェアの計上基準 

物品については、取得価額又は見積価格50万円以上の場合に資産として計上しています。 

ソフトウェアについても物品の取扱に準じています。 

イ 資本的支出と修繕費の区分基準 

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円未満であるとき、または固定資産取得価額

等の概ね10％未満相当額であるときに修繕費として処理しています。 

 

２．重要な会計方針の変更等 

なし 

 

３．追加情報 

財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項は次のとおりです。 

(1) 出納整理期間 

企業会計方式を採用している会計では、出納整理期間がなく3月末日現在で一般会計等に対する未収

金・未払金等として計上しているため出納整理期間中に支払われたものについては、これらを現金決済した

ものとして調整しています。 

(2) 純資産における固定資産等形成分及び余剰分(不足分)の内容 

ア 固定資産等形成分 

固定資産の額に流動資産における基金等を加えた額を計上しています。 

イ 余剰分(不足分) 

純資産合計額の内、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 

 

※ 固定資産台帳については、総務課管理係へお問い合わせください。 


